
　やりたいことや得意なことから小さなビジネスを生み出し、月に３万円稼ぐ「わ
たしたちの月３万円ビジネス」６回連続講座がスタートします。
　創業の新しいモデル、子育て世代の新しい働き方として全国で注目されています。
　これまで400名以上が受講し、卒業生が各地でパワフルに活躍しているプログラ
ムを、昨年に引き続き、杉戸町と宮代町でタッグを組んで実施します。働き方も暮
らし方も、一人ひとりが選ぶとき。自分のワクワクを大事に、自分も地域も元気に
なる、そんな仕事をいっしょに生み出してみませんか？

無料体験ワークショップ＆相談会
　連続講座開催に先立ち、無料の体験ワークショップを開催し
ます。講座の内容や魅力をお伝えするとともに、講座の雰囲気
を体感いただけます。ぜひお気軽にご参加ください！
日時　11月12日㈫ 10時～12時30分
場所　コミュニティセンター進修館 小ホール
対象　６回連続講座の受講を検討している女性の方
定員　40名（事前予約制）　　参加費　無料　　
申込期限　�11月８日㈮　
申込方法　電話にて産業振興課へ申込

６回連続講座
日程　①12月６日㈮・②20日㈮、
　　　③１月10日㈮、
　　　④１月31日㈮・⑤２月14日㈮、
　　　⑥３月16日㈰
定員　12人（申込多数の場合は選考）
教材諸経費　1万5,000円
その他　�詳細はホームページ
　　　　（右QRコード）をご
　　　　覧ください。

「わたしたちの月３万円ビジネス」
無料体験ワークショップ＆６回連続講座を開催します

問合せ
内線309
産業振興課 商工観光担当

【工事】埼玉県杉戸県土整備事務所
　　　 道路施設担当　☎（34）2120

【町内巡回バス】住民協働課　内線283

問合せ

　県では、古川橋側道橋の新設工事を令和６年11月から令
和７年12月の期間で実施いたします。
　工事期間中は、右図のとおり県道・町道で通行規制が想定
されます。工事開始となる令和６年11月には町道において
片側交互通行を行います。
　また、工事期間中は右図のとおり町内巡回バスの「古川橋」
停留所は、休止となりますのでご注意ください。
　工事期間中は皆様にご不便をおかけいたしますが、ご理解
ご協力をお願いいたします。

規制範囲等　右図参照
規制期間　令和６年11月〜
　　　　　�（工事完了は令和７年12月を予定

しております）
工事の詳細　�工事内容や通行規制につきまし

ては右のQRコードよりご確認
ください。

　「古川橋」停留所の休止中は、最寄りの「ココティす
ぎと」停留所をご利用ください。

古川橋側道橋の工事による11月の
　　　　　　　通行規制等について
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工事期間中の通行規制

　皆さんで楽しく体を動かしてみませんか。無理なくできる簡単な体操ですので、自宅でも続けることができます。
参加希望の方はお申込みください。

対象　�町内在住の65歳以上の方（医師による運動制限
のない方）

　　　※�当日の体調チェックの結果、体操教室に参加
できない場合があります。

　　　※60〜64歳の方も参加可能です。

内容　�簡単な体操、ストレッチ、介護予防・健康づく
りに関する講話、簡単な体力測定など

申込　�高齢介護課地域包括支援センター担当窓口また
は電話（申込順）

費用　無料

「まいにち体操教室」参加者を
追加募集します 高齢介護課 地域包括支援センター

内線302・303

申込・問合せ

◯追加募集コース・開催日程

場所 曜日 コース 時間 予定日

西公民館
多目的ホール 月曜日 午後 13時30分～15時 10月 ７・21日、11月11・18・25日、12月 ２・ ９・16・23日、

１月６・20・27日、２月３・10・17日、３月３・10日

すぎとピア
多目的ホール 火曜日 午前 10時～11時30分 10月８・15・22・29日、11月５・12・19・26日、12月３・10・ 

17・24日、１月７・14・21・28日

杉戸深輪
産業団地

地区センター
会議室

木曜日
午前 10時～11時30分

10月10・17・24・31日、11月７・14・21日、12月５・12・19日、
１月９・16・23日、２月６・13・27日、３月６日午後 13時30分～15時

　県では、介護の仕事に興味がある方の県内介護事業所への就職を支援しています。介護の仕事の経験がない方、
ブランクがある方も、お気軽にご参加ください。
対象　介護事業所での介護職の勤務を希望される方
内容　県の介護のお仕事応援ポータルサイトによる介護の仕事に関する情報提供
　　　「SAITAMA KAIGO NEXT」（右QRコード、https://kaigo-next.pref.saitama.lg.jp/）
　　　介護の仕事が未経験の方のための介護に関する入門的研修等の実施
　　　職場見学・職場体験の実施
　　　個別マッチングを通して、県内介護事業所への就職を支援
※今後、町での相談会等のお知らせは「SAITAMA KAIGO NEXT」等のサイトでお知らせする予定です。

介護の仕事に興味がある方へ
埼玉県があなたの就職を支援します！

問合せ
☎0120（121）767

（事業受託元：埼玉県福祉部高齢者福祉課）

株式会社パソナライフケア（受託事業者）

　ご自身がお住いになっている昭和56年５月頃以前に建てられた住宅で、耐震改修工事を行った場合、所得税の税
額控除や固定資産税の減額措置、住宅ローン減税を受けられる可能性があります。また、現行の耐震基準に適合す
る中古住宅を取得した場合は、住宅ローン減税の適用を受けられる可能性があります。
　固定資産税に関しては、町ホームページをご覧いただくか、税務課資産税担当へお問合せください。その他は、
県ホームページをご覧いただくか、県建築安全課へお問合せください。

耐震改修に関する減税制度について 問合せ
埼玉県建築安全課 ☎048（830）5527
税務課 資産税担当 内線246

県ホームページ▶

▲SAITAMA KAIGO NEXT
　ホームページ

町ホームページ▶
住宅耐震改修工事に伴う
固定資産税の減額について
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